
２．河川の指定概要

（１）一級河川

番号 水系名 河川名
区間

上流端 下流端
延長（m） 告示年月日

与田浦川
(よだうらがわ)

横利根川からの分派点 昭19. 3.17告示158号
昭31. 3. 9告示72号改正
昭56. 4. 3告示26号改正

常陸利根川
への合流点

左岸15,860
右岸13,560

利根川
(とねがわ)

利根川
（とねがわ）
（直轄管理）

群馬県利根郡水上町大字藤原
地先の大水上山山麓水源

明32. 3.27告示74号
大12. 6.26告示262号改正
昭12. 1.19告示59号改正

海に至る 左岸22,500
右岸100,640

6

横利根川
(よことねがわ )
（直轄管理）

常陸利根川からの分派点 昭34. 1.21告示７号  利根川への
合流点

左岸7,0007

黒部川
(くろべがわ)

左岸 香取郡山田町大字志高字
　　 黒部１番１地先
右岸 香取郡干潟町大字溝原字
　　 黒部26番地先

昭 4. 9.20告示382号
昭30. 9.20告示395号改正
昭31. 1.13告示427号改正
昭44. 3.20政令31号改正
（44. 4. 1 から施行）

利根川への
合流点

左右岸
各18,100

8

9 桁沼川
(けたぬまがわ)

左岸 香取郡東庄町高部字東ノ
　　 町1,423番１地先
右岸 香取郡東庄町羽計字大割
　　 783番地先

昭33. 6. 6告示276号
昭40. 2.26告示110号改正
昭44. 3.20政令31号改正
（44. 4. 1 から施行）

黒部川への
合流点

左右岸
各3,490

10 玉川
(たまがわ)

左岸 香取郡小見川町大字下飯
　 　田字駒込1,036番地先
右岸 香取郡小見川町大字下飯
　　 田字駒込1,037番地先

昭35. 4. 1告示152号の２
昭40. 2.26告示110号改正

黒部川への
合流点

左右岸
各3,400

11 小堀川
(こぼりがわ)

左岸 香取郡小見川町一ノ分目
　　 字根地5,103番１地先
右岸 香取郡小見川町一ノ分目
　　 字根地4,882番１地先

昭42. 5.25政令75号
昭54. 4. 4告示789号改正

黒部川への
合流点

左右岸
各5,302

12 清水川
(しみずがわ)

左岸 香取郡小見川町大字竜谷
　　 字車地蔵６番６地先
右岸 香取郡小見川町大字竜谷
 　　字車地蔵６番５地先

昭35. 4. 1告示152号の２
昭44. 3.20政令31号改正
（44. 4. 1 から施行）

黒部川への
合流点

左右岸
各2,830

13 小野川
(おのがわ)

佐原市新市場地先 昭 4. 9.20告示382号利根川への
合流点

左右岸
各5,782

14 香西川
(かさいがわ)

佐原市牧野地先 昭 4. 9.20告示382号小野川への
合流点

左右岸
各1,852

15 大須賀川
(おおすかがわ)

香取郡大栄町伊能地先 昭 4. 9.20告示382号利根川への
合流点

左右岸
各8,085

16 派川大須賀川
(はせんおおすか
 がわ)

大須賀川からの分派点 昭36. 6. 9告示233号利根川への
合流点

左右岸
各3,900

17

18

上八間川
(かみはちけんが�
 わ)

香取郡神崎町神崎本宿1,489
番９の上流端を示す標柱

昭46. 3.20政令29号派川大須賀
川への合流
点

左右岸
各3,400

下八間川
(しもはちけんが
 わ)

派川大須賀川からの分派点 昭46. 3.20政令29号大須賀川へ
の合流点

左右岸
各3,800
 

2

1

3

4

5

清水川
(しみずがわ )
（銚子市）

銚子市清川町地先の市道飯
沼長塚線武木田橋下流端

利根川への
合流点

左右岸
各1,500

昭40. 2.26告示110号

高田川
(たかたがわ )

銚子市三門町地先 利根川への
合流点

左右岸
各2,500

昭40. 2.26告示110号

三宅川
(みやけがわ)

銚子市三宅町地先 高田川への
合流点

左右岸
各1,350

昭40. 2.26告示110号

常陸利根川
（ひたちとねがわ)
（浪逆浦を含む）
（直轄管理）

左岸 茨城県行方郡牛堀町大字
　　 永山字鳴津217番地先
右岸 茨城県行方郡牛堀町大字
　　 永山字向津65番地先

利根川への
合流点

右岸17,731 北利根川
浪 逆 浦　昭23. 8.30
告示55号
常 陸 川


